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令和２年１月 

津幡町教育委員会 

津幡町教育振興基本計画 
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序 章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の背景 

  近年、高度情報化、グローバル化※１の急速な進展、核家族化などにより、地域と

のつながりの希薄化や家庭における教育力の低下など教育に係る課題も多様化、複

雑化しています。 

こうした課題に対応すべく、国においては、平成１８年１２月に「教育基本法」

を改正し、教育の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、新たに「教

育振興基本計画」を策定することを国に義務付けし、地方公共団体には努力義務と

することが規定されました。 

 

２．計画の必要性 

教育基本法の改正を受けて、国においては、平成２０年７月に「第１期教育振興

基本計画」を策定しました。また、平成２５年６月には、「第２期教育振興基本計画」

を策定し、「自立・協働・創造」の３つの理念の実現に向けた生涯学習社会の構築を

めざし、さまざまな施策を推進しています。 

  石川県においては、平成２３年１月に「石川県新長期構想」を基盤とした「石川

の教育振興基本計画」を策定し、教育施策の総合的な推進を図っています。 

 津幡町においても、国や石川県の基本計画を踏まえながら、将来を担う子どもた

ちの育成や新たな社会の構築に向けて、教育的立場から「家庭教育・学校教育・社

会教育※２・生涯学習・文化振興・スポーツ振興」などの各分野を横断的に捉え直し、

津幡町の実情に応じた教育振興の基本的な指針を策定し、より一層積極的な教育の

取組を行っていくこととしました。 

  以上のことから、津幡町教育委員会では「津幡町教育振興基本計画」（以下「教育

振興基本計画」という）を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

※１）グローバル化…政治・経済・文化など様々な側面において、従来の国家・地域の垣根を超え、地球

規模で資本や情報のやりとりが行われること。（参考・国際化…国際的な規模に広がること。また国

際的な視野をもち、その観点に立って行動すること） 

※２）社会教育…社会教育法で「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年および

成人に対して行われる組織的な教育活動(体育およびレクリエーション活動を含む)」(第2条)と定義さ

れる。 

Ⅰ 計画策定の趣旨 
 

http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://kotobank.jp/word/%E6%95%99%E8%82%B2
http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://kotobank.jp/word/%E6%B4%BB%E5%8B%95
http://kotobank.jp/word/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4
http://kotobank.jp/word/%E6%88%90%E4%BA%BA
http://kotobank.jp/word/%E4%BD%93%E8%82%B2
http://kotobank.jp/word/%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%9A%E7%BE%A9
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計 

画 

策 

定 

 

１．教育振興基本計画は、教育基本法第１７条第２項に基づく津幡町の教育行政にお 

ける基本的な計画とするとともに、地方教育行政の組織および運営に関する法律第 

１条の３に規定する「大綱」として位置づけます。 

  また、平成２８年３月に津幡町の行政運営の長期的かつ総合的な基本指針として 

策定された「第５次津幡町総合計画」における教育分野の個別計画としての性格を 

有します。 

 

２．教育振興基本計画は、津幡町の教育全般にわたる基本理念や基本目標、これらを 

実現するための施策の方針を示すとともに、町民一人一人が各自で役割を認識し、 

社会全体で教育を推進していくための方向性を明らかにするものです。 

 

３．教育振興基本計画の示す施策の方向性および各種の事業等については、津幡町が 

果たす役割と責任を明らかにするものです。また、持続可能な地域づくりに資する 

ために、町民、関係機関などと協働・連携を図りながら実施していくものです。 

 

４．常に評価・検証を行いながら、教育振興基本計画の施策を実施していきます。検

証の結果や社会情勢の変化に応じながら随時見直しを図り、効率的かつ効果的に施

策を推進していくものです。 

 

 

  教育振興基本計画は、平成２６年度を初年度とし、「第５次津幡町総合計画」策

定の際に、再度、見直しを図ります。また、計画期間を１０年間と定め、評価・検

証を行い、必要に応じ、随時見直しを行います。 

 
Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5 

           

 

Ⅲ 計画の期間 
 

Ⅱ 計画の性格 
 

第５次津幡町総合計画（H28～R7年度） 

津幡町教育振興基本計画（Ｈ２６～Ｒ５年度）    

評価・検証 

（必要に応じて見直し） 

前期（～Ｈ３０年度） 後期（～Ｒ５年度） 

津幡町総合計画（４次（Ｈ18～H27年度）） 


